
 

　 新 野 中 学 校 　 自 転 車 通 学 規 定  

 

　 １ 　 自 転 車 通 学 許 可 区 域 は 校 区 全 て と す る 。  

 

　 ２ 　 ヘ ル メ ッ ト を 必 ず 着 用 す る （ あ ご ひ も を 締 め る ）。  

      ※ ヘ ル メ ッ ト の 内 側 に 記 名 す る 。  

 

　 ３ 　 荷 物 は 後 ろ の 荷 台 に ひ も で く く る 。  

      ※ 後 ろ に の り き ら な い 場 合 は ， 軽 め の も の に 限 り ， 前 か ご に 入 れ て も よ い 。  

 

　 ４ 　 日 没 後 は 反 射 タ ス キ を 着 用 す る 。  

 

　 ５ 　 自 転 車 に 関 す る 規 定  

 　  ・ 荷 台 の あ る 自 転 車 で あ る こ と 。  

  　 ・ ハ ン ド ル は 既 成 の も の で ， 変 形 さ せ な い こ と 。  

  　 ・ 余 分 な 付 属 品 を つ け な い こ と 。  

      ※ ハ ブ ス テ ッ プ は 道 路 交 通 法 違 反 と な る 。  

  　 ・ 学 校 が 発 行 す る ス テ ッ カ ー を 貼 る こ と 。  

    ・ 濡 れ た 雨 具 は ， 自 転 車 に 広 げ て 掛 け ， 大 き 目 の 洗 濯 ば さ み ( ２ 個 ) を 用 意 し 留 め る 。

 

 



 

 

 


